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別添9

高次脳機能障害者画像検査所見陰性例のうち軽度外傷性脳損傷(MTBI)と考え
られる症例についての調査結果報告

目的

高次脳機能障害診断基準（厚生労働省・国立障害者リハビリテーションセンター）に合

致する一方で画像検査所見陰性の症例が平成23年度調査で全国に54症例あったと報告さ
れた｡その中でⅧ0協力センターの操作的定義窯に基づく軽度外傷性脳損傷価TBI)に該当

する症例がどのくらいいて､･どのような症例であったか検討を加えることとした。なおこ

の操作的定義の主とする目的は医療統計上でどの程度を｢軽度」と呼ぶかということにあ
り、脳の損傷の有無を定義付けるものではない。 ．

*CarmmnLJICassidym,HOlmL,KransLComnadOVG;WHOCollaboradngCentreraskForceon

Mnd.mraumaticBrainlnjUryhMethoaologicaiiSsuesand･reSearcchrecmmendationshrmiM

traumatiCbmminjury:theWHOConaboraUngCmreTaskForceonMildnaumati6Bra血珂uxyy.J
RdlabnMed.2004Feb;"3SuWI):11325.

方法

厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 「高次脳機能障害者の地域生活

支援の推進に関する研究」の平成23年度総括・分担研究報告書にある高次脳機能障害画

像所見陰性例の調査結果報告(P33-40)について公表デｰﾀを基にして解析した。 、
このデータ作成に当たってのデータ収集方法は当該報告書で以下のよう.に記載されてい
るので転載する。

「47都道府県の66高吹脳機能障害支援拠点機関（調査依頼当時の全機関）を平成22年

4月1日から平成23年3月31日までの1年間に来所の上で相談に訪れた症例の中で､画像
診断で所見が無かったとする症例を対象に調査票(平成23年度)を用いて調査した。

．この調査は必ず所属する機関の倫理委員会の承認を経て実施された｡本研究において得

られた調査データは個人が特定できないようにしたデータのみを用いて集約分析した｡ま

た､個人調査が必要な時には調査対象者及び家族等から、文書によるインフオームドコン

セントを得ることを徹底し､被験者または保護者･関係者が納得し自発的な協力を得てか

ら実施した｡対象者の個人情報等に係るプライバシーの保護ならびに如何なる不利益も受
けないように十分に配慮した｡j

もとより調査項目にはグﾗｽゴｰｺｰﾏｽｹｰﾙ(GC帥はないので､上記MTIirの操作
的定義に該当する症例を探す作業はその可能性のある症例を検討すること以上のもので
はない。

結果

1．全相談数の中の画像陰性例と外傷性脳損傷

、

22



、

母集団は31都道府県の36支援拠点機関から収集された3,178例のデータである。この．

中で画像所見は陰性であったが症状は高次脳機能障害診断基準に合致する．と診断された者、

すなわち画像陰性例は54例であり、総数に対する比率は1.7％であった。この中で主治医

の診断等により確認できた外傷性脳損傷(TBI)を原因疾患とする者は43症例で総数の1.4%

であった。

2．画像陰性例の分析

画像所見陰性と診断された外傷性脳損傷(TBI)の43例について分析した｡この43例

の中で､受傷時に昏睡を認めた症例が3例(7.0%)､認めなかった症例ｶﾐ25例(58,1%)、

不明・記載なしが15例（34.9％）であうた。受傷時の意識障害につし､ては、認めた症例が

23例（53.5％)、認めなかった症例が4例（9.3％)、不明､･記載なしが16例（37.2％）で

あった。

受傷から支援拠点機関を相談に訪れるまでの期間が長期にわたると、意識障害の有無な

ど受傷時の現症が確認できず不明で終わる傾向にあり、また画像検査では受傷から時間が

経つと脳の器質的損傷が確認できにくくなる傾向にあるため､調査対象を受傷から支援拠
点機関が利用できた画像検査までの期間が3年未満の症例に限定した｡その症例数は25例

であった（図1)。これは総数の0.8％であった。

3.MBIの症例

この25例の中から昏睡の有無､意識障害の有無及びその期間からM皿Iの操作的定義に

該当する症例を抽出した。その際に昏睡の有無が不明となっている症例は除外された｡．ま．

た意識障害の有無が不明となっている10症例が除外された。さらに昏睡が無く、意識障害

・も無い症例については、記載項目にはないが操作的定義にある見当識障害やその他の神経

学的徴候があった可能性は否定できないことからMTBTの可能性有り．として数に加えた(た

だし、そのような症例は障害尺度が6または7と障害の程度は軽かった)。その結果､残り

の15例すべてがMTBIの可能性がある症例であった｡これはTBI画像陰性例43例の34.9%
であり、これは総数3178例の0.5％であった（表1)。

この15例の属性について、性別は男性8例、女性7例であった。年齢分布は10歳代3

例、20歳代3例、30歳代4例、40歳代1例、50歳代3例、70歳以上1例であった。受

傷時の昏睡はいずれもなし｡･意識障害の有無については有'2例､無3例であった｡意識障
害が有ると･した者のうち、その期間が分か判っている者は5例で1分から2．5時間にわたっ

ていた。障害尺度は3が1例、4が2例、5が3例、6が6例、7が3例であった（図2)。

考察 ・

画像所見陰性のTEI症例で、昏睡を認めなかった症例は半数を超え、昏睡が有ったと明

確にされた症例は1割に満たなかったので、画像陰性例では受傷時の意織障害の程度とし

ては軽度の症例が多いと指摘できる。また、不明・記載なしが多いことから、画像所見陰

性となるような軽症例においては受傷時の意織障害の有無を明確にすることには困難があ

り、取り扱いに課題が残る。

『
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画像所見陰性の43例の中から、WBIと推定されるか、その可能性のある症例がおよそ
'/3あった｡受傷から蔑次脳機能障害診断のために実施した画像診断までの期間が3年未満
であった症例に限定･す泌と、画像陰性例の6割に達した。これは支援拠点機関を相談に訪

れた事例総数の0.5％種あり、すなわち相談者が200名訪れると.1名はそのような症例の可

能性があるとういこど･になる。このような頻度でmATBIを考慮する症例が実際に経験され
ると言える。また相淡に訪れた時点での調査では昏睡も意識障害も確認できなかった症例

が少数あり､このよ･うな症例でも結果のように高次脳機能障害を残す可能岬あるので慎
重な対応が望まれる。

、福祉領域の機関・施設からこれ以上の急性期の診療データを得ることには困難があり､

MTBI.にどのくらいの頻度で高次脳機能障害を発症し得るかという疑問等を含めて脳神経

外科領域での研究成果を待つ必要がある。

0

結論

IBIが原因の高次脳機能障害を呈する画像陰性の症例(受傷から8年未満で検査)には、

MIの操作的定義があてはまる可能性のある者が半数以上含まれていた｡したがってmBI

に該当する受傷時に意識障害が軽度である症例にあっても高次脳機能障害を残す可能性に

ついて考慮する必要がある。

MTBIの操作的定義は、TBI

有用であると考えられる。

0

に起因する高次脳機能障害の取扱いを共通化するためには

0

~

〃

少

、
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図1画像所見陰性例からMTBIの可能性のある症例の抽出
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表1 MTBIの可能性のある25症例 （太字・網掛けがMTBIの可能性のある症例）
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図2MTBIの可能性のある症例の医学的属性
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基労補発0618第1号

平成25年6月18日 J
I

都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長

画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害（補償）給付

請求事案の報告について

高次脳機能障害に関する障害認定については、平成15年8月8日付け基発第0808002

号「神経系統の機能又は糯申の障害に関する障害等級認定基準について」により指示され

ているところであるが、このうち、画像所見が認められない高次脳機能障害に関しては、

「MRI，CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的に

みて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの」につ

いて、第14級の9で認定することとされている。

これに関し、平成24年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業「高次脳機能障害

の地域生活支援の推進に関する研究」 （以下「研究」 という｡）が、本年5月に別添のとお

り取りまとめられ､結論として、画像所見が認められない症例であって、 「MTBI (軽度

外傷肘間損傷）に該当する受傷時に意識障害が軽度であるものにあっても、高次脳機能障

害を残す可能性について考慮する必要性がある」とされた。

研究の対象は、業務災害又は通勤災害を被った者に限らず、また、治療中の事案を含ん

でいる可能性がある等、労災保険における障害認定の対象と必ずしも一致するものではな

いが、研究において、画像所見が認められない場合であっても障害等級第14級を超える

障害が残る可能性が示されたことを踏まえ、MRI、CT等の画像所見が認められない高

次脳機能障害を含む障害（補償）給付請求事案については、本省で個別に判断することと

するので、現在調査中のものも含め、該当事案を把握し次第、本省に報告すること。
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平成24年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業

「高次脳機能障害の地域生活支援の推進に関する研究」報告書抜粋
研究代表者：中島八十一（なかじまやそいち）

（国立障害者リハビリテーションセンター学院長）

高次脳機能障害者画像検査所見陰性例のうち軽度外傷性脳損傷(MTBI)と考え

られる症例についての調査結果報告

目的

高次脳機能障害診断基準（厚生労働省・国立障害者リハビリテーションセンター）に合

致する一方で画像検査所見陰性の症例が平成23年度調査で全国に54症例あったと報告さ

れた。その中でⅧ0協力センターの操作的定義*に基づく軽度外傷性脳損傷(MTBI)に該当

する症例がどのくらいいて、どのような症例であったか検討を加えることとした。なおこ

の操作的定義の主とする目的は医療統計上でどの程度を「軽度」と呼ぶかということにあ

り、脳の損傷の有無を定義付けるものではない。

*CarrollLJ,CassidyJD,HolmL,KrausJ,CoronadoVG;WHOCollaboratingCentreTaskForceon

MildTIaumaticBrainlIjuly.Methodological issuesandresearchrecommendationsfbrmild

traumaticbraininjuly:theWHOCollaboratingCemreTaskForceonMildTraumaticBrainlniuly.J

RehabilMed.2004Feb;(43Suppl):113-25.

l

方法

厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 「高次脳機能障害者の地域生活

支援の推進に関する研究」の平成23年度総括・分担研究報告書にある高次脳機能障害画

像所見陰性例の調査結果報告(P33-40)について公表データを基にして解析した。

このデータ作成に当たってのデータ収集方法は当該報告書で以下のように記載されてい

るので転載する。

「47都道府県の66高次脳機能障害支援拠点機関（調査依頼当時の全機関）を平成22年

4月1日から平成23年3月31日までの1年間に来所の上で相談に訪れた症例の中で､画像

診断で所見が無かったとする症例を対象に調査票（平成23年度）を用いて調査した。

この調査は必ず所属する機関の倫理委員会の承認を経て実施された｡本研究において得

られた調査データは個人が特定できないようにしたデータのみを用いて集約分析した。ま

た、個人調査が必要な時には調査対象者及び家族等から、文書によるインフォームドコン

セントを得ることを徹底し、被験者または保護者・関係者が納得し自発的な協力を得てか

ら実施した｡対象者の個人情報等に係るプライバシーの保護ならびに如何なる不利益も受

けないように十分に配慮した｡」

もとより調査項目にはグラスゴーコーマスケール(GCS)はないので､上記MTBIの操作

的定義に該当する症例を探す作業はその可能性のある症例を検討すること以上のもので

はない。

結果

1．全相談数の中の画像陰性例と外傷性脳損傷

母集団は31都道府県の36支援拠点機関から収集された3,178例のデータである。この

I
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中で画像所見は陰性であったが症状は高次脳機能障害診断基準に合致すると診断された者、

すなわち画像陰性例は54例であり、総数に対する比率は1.7％であった。この中で主治医

の診断等により確認できた外傷性脳損傷(TBI)を原因疾患とする者は43症例で総数の1.4%

であった。

2．画像陰性例の分析

画像所見陰性と診断された外傷性脳損傷(TBI)の43例について分析した。この43例

の中で、受傷時に昏睡を認めた症例が3例（7.0％)、認めなかった症例が25例（58.1％)、

不明・記載なしが15例（34.9％）であった。受傷時の意識障害については、認めた症例が

23例（53.5％)、認めなかった症例が4例（9.3％)、不明・記載なしが16例（37.2％）で

あった。

受傷から支援拠点機関を相談に訪れるまでの期間が長期にわたると、意識障害の有無な

ど受傷時の現症が確認できず不明で終わる傾向にあり、また画像検査では受傷から時間が

経つと脳の器質的損傷が確認できにくくなる傾向にあるため、調査対象を受傷から支援拠

点機関が利用できた画像検査までの期間が3年未満の症例に限定した。その症例数は25例

であった（図1)。これは総数の0.8％であった。

3.MTBIの症例

この25例の中から昏睡の有無､意識障害の有無及びその期間からMIBIの操作的定義に

該当する症例を抽出した。その際に昏睡の有無が不明となっている症例は除外された。ま

た意識障害の有無が不明となっている10症例が除外された。さらに昏睡が無く、意識障害

も無い症例については、記載項目にはないが操作的定義にある見当識障害やその他の神経

学的徴候があった可能性は否定できないことからMTBIの可能性有りとして数に加えた(た

だし、そのような症例は障害尺度が6または7と障害の程度は軽かった)。その結果、残り

の15例すべてがMTBIの可能性がある症例であった｡これはTBI画像陰性例43例の34.9%

であり、これは総数3178例の0.5％であった（表1)。

この15例の属性について､性別は男性8例、女性7例であった。年齢分布は10歳代3

例、 20歳代3例、30歳代4例、40歳代1例、 50歳代3例、 70歳以上1例であった。受

傷時の昏睡はいずれもなし。意識障害の有無については有12例、無3例であった。意識障

害が有るとした者のうち、その期間が分かっている者は5例で1分から2．5時間にわたっ

ていた。障害尺度は3が1例、4が2例、5が3例、6が6例、 7が3例であった（図2)。

考察

画像所見陰性のTBI症例で、昏睡を認めなかった症例は半数を超え、昏睡が有ったと明

確にされた症例は1割に満たなかったので、画像陰性例では受傷時の意識障害の程度とし

ては軽度の症例が多いと指摘できる。また、不明・記載なしが多いことから、画像所見陰

性となるような軽症例においては受傷時の意識障害の有無を明確にすることには困難があ

り、取り扱いに課題が残る。

画像所見陰性の43例の中から、MTBIと推定されるか、その可能性のある症例がおよそ

〆



1/3あった。受傷から高次脳機能障害診断のために実施した画像診断までの期間が3年未満

であった症例に限定すると、画像陰性例の6割に達した。これは支援拠点機関を相談に訪

れた事例総数の0.5％であり、すなわち相談者が200名訪れると1名はそのような症例の可

能性があるとういことになる。このような頻度でMTBIを考慮する症例が実際に経験され

ると言える。また相談に訪れた時点での調査では昏睡も意識障害も確認できなかった症例

が少数あり、このような症例でも結果のように高次脳機能障害を残す可能性があるので慎

重な対応が望まれる。

福祉領域の機関・施設からこれ以上の急性期の診療データを得ることには困難があり、

MTBIにどのくらいの頻度で高次脳機能障害を発症し得るかという疑問等を含めて脳神経

外科領域での研究成果を待つ必要がある。

’

結論

TBIが原因の高次脳機能障害を呈する画像陰性の症例(受傷から3年未満で検査)には、

MTBIの操作的定義があてはまる可能性のある者が半数以上含まれていた｡したがってMTBI

に該当する受傷時に意識障害が軽度である症例にあっても高次脳機能障害を残す可能性に

ついて考慮する必要がある。

MTBIの操作的定義は、TBIに起因する高次脳機能障害の取扱いを共通化するためには

口有用であると考えられる。

’

口



図1画像所見陰性例からMTBIの可能性のある症例の抽出

画像所見陰性例54名

原因がTBI

43名

濤簔繍査まで

25名

受傷時に昏睡または
意識障害の有無が不
明の症例を除外

15名

等熟鰯義に該当

15名



表1 MTBlの可能性のある25症例 （太字・網掛けがMTBIの可能性のある症例）

使用した検査機器 障
害
尺
度

意識障

害
意識障害

有無

撮像まで

の年数

性
別

昏睡

有無

受傷から

の年月

原閃疾患機関 年齢ID

他MRI SPECTCT PET

期間

有 2時間 ○ 5月福井 50歳代 男 無 ○5月 401 TBI

1 － 1 1 と0‘ －0

7月静岡 10歳代 無 有 1分 ○ ○男 67月 TBI02

20歳代 6臆静岡 4年6月 有 ○ 5女 不明 TBI03

■■■

51年2月有 2時間 ○静岡 20歳代 2年 無女04 TBI

■ ■ W T D4 凸 呂［

1年愛知 30歳代 無 有 ○ ○ 6男 10月 TBI05

8月○ ○愛知 60歳代 女 無 不明 ○ 58月 TBI06

受傷時数時間40歳代 ○愛知 男 5月 不明 不明 5TBI07

2年6月○20歳代 無 ○ 5愛知 男 4年2月 不明 TBI08

1年5月○40歳代 1年4月 巾呼
"00， 不明 ○ ○ 4愛知 女 TBI09

11月有 1.5時間無 ○ 6愛知 10歳代 女 10月 TBI10

受傷時○ ○ 5愛知 20歳代 男 1年1月 無 不明 TBI11

受傷時1か月 ○ ○30歳代 田
フコ 11年1月 有 6愛知 不明 TBI12

1 】 1 1 －十 ．＝． 1 1 0 1 1

受傷時有 30分 ○ ○ ○ 620歳代 女 3年5月 無愛知 TBI13

受傷時12時間 460歳代 有 ○愛知 日ヨ
プコ 3月 不明 TBI14

○ 6月無 ○ ○ 630歳代 女 無愛知 6月 TBI15

1年6月有 数分 ○ ○ 540歳代 1年6月 無愛知 女 TBI16
■

受傷時数分 ○無 有 ○ 650歳代 6年2月愛知 男 TBI17

1 ，－琴 I

1月○○ 750歳代 無 無
一ﾆニニニーー

愛知 男 7月 TBI18

1年1月有 ○ 51年4月 無愛知 20歳代 男 TBI19
1

ＩＩＩｌｌｌｌ

70歳以

上

で１戸
一

○有 10分 ○ ○ 0 3女 無大阪 4月 TBI20

I

1月2.5時間 ○無 有 730歳代 男 0月大阪 TBI21

U

10月有 ○ ○ 4無大阪 30歳代 男 8月 TBI22

3月○ 5○ ○兵庫 50歳代 不明男 3月 不明 TBI23

2月○ 5兵庫 30歳代 男 不明 有 30日2月 TBI24

1年6月○無 ○ 710歳代 女 1年4月 無岡山 TBI25



図2MTBIの可能性のある症例の医学的属性

A府県別人数 性別B

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

１
０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

１

8

8

｜
I

一
一
一
一
一
一
一
一

7

■■

■■
福
井
静
岡
Ａ

兵
庫

大
阪

愛
知

岡
山
Ａ

■■

女男

D受傷から相談までの年月
10

c年齢別人数
5

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

１

｜
｜
’

卜
一
一
一

4

4

3 3 3

3

■
U：

司2
Ｉ
’

－－

－

’
一

1 3

｜

~」

2

0
’
’
一

－７
０
歳
以
上

６
０
歳
代

５
０
歳
代

４
０
歳
代

３
０
歳
代

２
０
歳
代

１
０
歳
代

１
０
歳
未
満

’

1年未満 1～3年未満 3年以上

F意識障害期間の有無E昏睡期間の有無

一巻

６
４
２
０
８
６
４
２
０

１
１
１
１

６
４
２
０
８
６
４
２
０

１
１
１
１

l
l
l

｜
’

3

■ ’00

有 無
〃0，、 不明 有 無 不明
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